
南九州市公告第27号 
公      告 

 
 下記の建設工事について次のとおり電子入札(条件付一般競争入札)により入札を執行するので，南九州市条件付一般競争入札実施要綱（平成22年南九州市告示
第97号）第６条の規定に基づき公告する。 
 
  令和７年４月23日 
                                                          南九州市長  塗木 弘幸      
 

工        事        発        注        表 

工 事 番 号 11060 

工 事 発 注 課 名 南九州市 市民生活課 生活衛生係 

発 注 工 事 種 別 解体工事 

工 事 名 川辺清掃センター解体工事 

工 事 場 所 南九州市川辺町上山田地内 

入 札 方 法 条件付（電子）一般競争入札 

工 事 概 要 

川辺清掃センター解体 

焼却場・不燃物処理室：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造：地下1階 地上2階建 

延床面積   1,507.19㎡ 

敷地面積  約4,420㎡ 

 ※液体窒素タンクの撤去は除く 

 ※今回の解体工事は、ストックヤード（西側）は存置する。 
 
工損事前調査業務 １式 
 

工 期 仮契約後，議会の議決を得た日から令和８年９月30日まで（約476日間） 

予定価格（消費税抜き価格） 落札者の決定後に公表する。 

最 低 制 限 価 格 の 有 無 あり（最低制限価格を定めるので，その価格を下回った者は落札外とする。） 

工事前金払い・部分払いの有無 前金払 ―あり 部分払― あり （次段「請負代金の支払い」を参照のこと。） 

請 負 代 金 の 支 払 い 

本工事の各年度における支払いは継続費として定めのある金額を上限とし，詳細は次のとおりとする。 
・前金払 

契約金額の前金払40％を限度とし，かつ，予算の範囲内で支払うことができる。 
・部分払 
  各年度３月末出来高予定額を限度とし，その出来高部分に対する90％を支払う。 
・完成払 
  完成検査合格後，残額を支払う。 
・その他の事項は南九州市会計規則による。 

入 札 保 証 金 免除 

契 約 保 証 金 あり 

入 札 参 加 形 態 特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）とし，構成員の数は，２社または３社とする。 

共 同 企 業 体 結 成 要 件 
(1) 結成は自主結成とし，共同企業体は「構成員１」「構成員２」または「構成員１」「構成員２」「構成員３」により構

成されるものとする。 

共同企業体構成
員 の 要 件 

代表者の要件 
「構成員１」 

共同企業体の代表者は次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。 

(1) 公告日において，南九州市内に本社（店）又は支店等営業所を置き，令和７年度南九州市建設工事等入札参加資格を

有する者のうち，解体工事に登録されており，かつ，特定建設業の許可を有する者。 
(2) 構成員のうち，施工能力及び出資比率が最も高い者（出資比率が同等の場合は施工能力の高い者）であること。 

 

代表者以外の 
構成員の要件 

共同企業体の代表者以外の各構成員は次に掲げる要件をそれぞれ満たしているものとする。 

(1) 公告日において，南九州市内に本社（店）又は支店等営業所を置き，令和７年度南九州市建設工事等入札参加資格を

有する者のうち，解体工事に登録されており，かつ，特定建設業の許可を有する者。 
(2) 代表者以外の構成員の出資比率は，２社の場合，30％以上，３者の場合，20%以上であること。 



共同企業体の資格の有効期間 

共同企業体の資格の有効期間は次に定める期間とする。 

(1) 本工事の契約の相手となった共同企業体は，本工事の履行期間終了後３ヶ月が経過するまでを有効期限とすること。 

  ただし，本工事に関する契約不適合責任については，法律または契約上の契約不適合責任が存続する期間において， 

  すべての構成員が連帯してその責任を負うものとする。 

(2) 本工事の契約の相手方とならなかった共同企業体は，本工事の契約が締結されるまでを有効期間とすること。 

共同企業体に 
よる競争入札 
参加資格審査 
申請書の作成 
お よ び 提 出 

申請書配布場所 かごしま県市町村電子入札システムの案件情報及び南九州市ホームページに添付ファイルを設ける。 

配 布 期 間 令和７年４月23日（水）から令和７年５月12日（月）まで 

申 請 書 の 提 出 

  

本工事の入札参加を希望する者は，次の書類を持参により提出しなければならない。なお，下記日時までに提出した者で，

かつ，入札参加資格確認通知書の発行を受けた者でなければ，本入札に参加することができない。 

(1) 提出書類 

  ① 共同企業体による競争入札参加資格審査申請書 

  ② 特定建設工事共同企業体協定書 

  ③ 専任配置予定技術者の資格者証等の写し 

   ※ 申請時点で配置予定技術者を特定できない場合は，複数の候補者(３人を限度とする。)を届出する事ができる。

この場合は全員について提出すること。 

(2) 提出部数  １部 ※フラットファイルＡ４版縦長に製本し，提出すること。 

(3) 受付期間  令和７年４月23日（水）から令和７年５月12日（月）まで 

        （ただし，土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

(4) 受付時間  ８時30分から17時00分まで （ただし，正午から13時00分までを除く。） 

(5) 受付場所  〒897-0392 鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地 

        南九州市 財政課 管財係  TEL 0993-83-2511（内線：2035） 

e-mail:kanzai@city.minamikyushu.lg.jp 
 

留 意 事 項 

(1) 共同企業体による競争入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書等の作成にかかる費用は，申請者
の負担とする。 

(2) 提出された書類等は返却しないものとする。 
(3) 共同企業体による競争入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書において，虚偽の記載または著し
く不適切な記載がある場合は，本工事の入札に参加することはできない。 

閲 覧 設 計 図 書 等 かごしま県市町村電子入札ポータルサイトの入札情報サービス（工事・委託）にて閲覧及びダウンロードが可能 

工 事 費 内 訳 書 提 出 の 有 無 あり 
(1) 入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 
(2) 工事費内訳書の様式は任意とするが，記載内容は工種，金額等を明らかにすること。 
(3) 工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり，入札及び契約上の権利義務を生ずるものではない。 

入 札 書 等 送 付 方 法 かごしま県市町村電子入札システムを使用して提出すること。 

入 札 参 加 資 格 確 認 通 知 書 類 令和７年５月16日（金） ※ 電子メールにて送信する。 

入 札 説 明 書 請 求 期 限 令和７年５月16日（金） １７時００分まで （ただし，入札説明書は本公告で兼ねる。） 

(電子入札)参加資格申請書受付期間 開始日時：令和７年４月23日（水）  ８時３０分 
終了日時：令和７年５月12日（月） １２時００分 

(電子入札)参加資格確認通知時刻 開始日時：令和７年５月16日（金）  ８時３０分 
終了日時：令和７年５月16日（金） １７時００分 

現 場 説 明 会 開 催 
日時：令和７年５月１日（木） 時刻については参加者に通知いたします。 
現場説明会参加希望業者は事前に市民生活課生活衛生係まで連絡ください。（TEL0993-56-1111内線：4134） 

本 工 事 に 関 す る 質 問 方 法 等 方    法：電子メール 送信先：市民生活課 生活衛生係 e-mail: shimin@city.minamikyushu.lg.jp 
質問締切日時：令和７年５月12日（月） 正午まで 

本 工 事 に 関 す る 回 答 方 法 等 質問に対する回答は，令和７年５月15日（木）までに入札参加者全社にメールにて回答する。 

入 札 書 受 付 期 間 開始日時：令和７年５月20日（火）  ８時３０分 
終了日時：令和７年５月21日（水） １２時００分 

開 札 予 定 年 月 日 開始日時：令和７年５月21日（水） １４時００分   場所 南九州市 財政課 管財係 

契 約 担 当 課 南九州市 財政課 管財係 



参 加 資 格 に 関 す る 事 項 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者 
(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第28条の規定により指示または営業の停止を受けていない者 
(3) 市が公告の際に提示した条件等に適合する者。 
(4) 対象工事に現場代理人及び建設業法第26条による主任技術者，監理技術者等を適正に配置することができること。 
(5) 公告から入札時までの期間において，南九州市建設工事等指名競争入札参加者等の指名基準及び指名停止に関する要
綱（平成19年12月１日告示第27号）の規定に基づく指名停止を受けていない者。 

(6) 手形交換所による取引停止処分または主要取引先からの取引停止等の事実がなく経営状態が健全な者。 
(7) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく会社更生手続きの決定を受けている者もしくは更正手続き開始の申立て
がなされている者または民事再生法（平成11年法律225号）に基づく再生手続きの決定を受けている者もしくは再生手続
開始の申立てがなされている者でないこと。その他，経営状態が著しく不健全である者でないこと。 

(8) 南九州市において市税等の滞納がない者 
(9) その他建設業法等の法令・規則等に違反していない者 

入 札 の 無 効 に 関 す る 事 項 

(1) 談合その他不正な行為があったと認められるもの。 
(2) 工事費内訳書の提出がなされていない入札。 
(3) 入札書の工事名と工事費内訳書の工事名が相違する入札。 
(4) その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札。 

落 札 者 の 決 定 方 法 

(1) 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で最低の価格で入札した者を落札者とする。 
(2) １回目の開札で落札者がなかった場合は，再入札を行うものとし，再入札の方法・日時等については１回目の開札後
に，かごしま県市町村電子入札システムにより通知する。 

(3) ３回目の入札で落札者がなかった場合は不調とする。 

落 札 者 の 契 約 書 案 等 の 提 出 
 落札者は落札決定通知を受けた日から７日以内に，契約書の案並びに消費税及び地方消費税に係る課税事業者または免
税事業者である旨の届出書を提出しなければならない。なお，提出期限までに契約書の案を提出しないときは，契約の締
結をしない旨の申出をしたものとみなす。 

注 意 事 項 
 

(1) 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未
満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので，入札者は消費税に係
る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
すること。 

(2) 工事は市契約規則，市契約請負約款に準じ施工すること。 
(3) 工程表，現場代理人等通知書及び関係書類を契約書と同時に提出すること。 
(4) 建設業者退職金共済組合掛金収納書，各標準仕様書及び関係書類を工事着手前に提出すること。 
(5) 本工事については，議会の議決を得るまでは仮契約とする。なお，当該契約が市議会の議決で否決されたときは当該
契約を無効とし，南九州市は一切の責任を負わないものとする。 

(6) 本件は電子契約にて締結するものとする。 

 


